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朝日ケ丘ビレジ自治会会則 

第１章 総則 

第１条（名称） 

本自治会は、朝日ケ丘ビレジ自治会（以下本会という）と称する。 

第２条（事務所の所在地） 

本会は、事務所を新検見川ビレジ管理事務所（１０号棟－１０１号室）内に置く。 

第３条（構成） 

本会は、新検見川ビレジに居住する全世帯を持って構成する。 

第４条（目的） 

本会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、安心・安全で明るく住み良い清潔な地

域づくりを図ることを目的とする。 

第５条（活動の内容） 

本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる活動を行う。 

（１）会員の親睦と福祉、厚生、文化の向上に関する事項 

（２）防災、防犯、環境衛生に関する事項 

（３）災害時の救護に関する事項 

（４）慶弔に関する事項 

（５）公共的諸団体、行政機関との連絡調整に関する事項 

（６）その他、目的達成に必要ある事項 

 

第２章 組織 

第６条（会員） 

１ 新検見川ビレジに居住する全世帯は、原則として本会に加入する 

２ 本会の会員は世帯員の全てを含む新検見川ビレジ居住者とする。 

３ 本会の会員名簿は個人情報の保護に関する法律に基づき全会員に配布はしな

い。ただし、役員、班長は取扱いできる。（秘密保持義務） 

第７条（会員資格喪失） 

（１）会員世帯が新検見川ビレジから転出または転居したときは、会員の資格を喪

失し退会となる。 

（２）本会の退会は、書面をもって自治会長に届ける。 

第８条（会員の義務・責任・権利） 

（１）会員は、この会則のもとに平等であり、本会の運営に参加し、また意見を述

べる。 

（２）会員は本会の目的を達成するために会則を遵守し応分の義務を負う。 

（３）自治会活動における事故等に関する責任は、会員それぞれが各自で負うもの

とし、本会は自治会活動保険で支払われる範囲以外の責任は負わない。 

（４）会員は、本会の帳簿・書類等の閲覧並びに説明を受けることが出来る。 
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第９条（役員） 

（１）本会に会長１名、副会長２名、会計１名を含む１４名の役員と会計監査２名

を置く。 

（２）役員および会計監査の選任は第１２条による。 

第１０条（役員の職務） 

（１）会長は、本会を代表する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（３）役員はそれぞれ第１６条の専門部を担当し、その運営にあたる。 

（４）会計は本会の会計業務を行う。 

（５）会計監査は、本会の会計を監査し総会に報告する。 

第１１条（役員の任期） 

１ 役員の任期は、毎年４月１日から翌々年３月３１日迄の２年間とし、毎年４月

１日に半数ずつ改選する。 補欠役員の任期は前役員の残任期間とする。 

２ 役員任期満了後の再任を可能とする。但し、役員会および定期総会の承認を必

要とする。なお、再任役員の任期は１年とする。 

第１２条（役員の選任） 

１ 役員は原則各１棟あたり１名、５．６．９号棟は２名を選出し、選出方法につ

いては当該構成会員の互選によるものとする。 任期中に退会などにより欠員

が生じた場合には当該構成会員においてただちに補欠を選出する。 

役員の互選により会長、副会長、会計を選出する。 

２ 会計監査は、原則として前期役員の互選により選出する。 

第１３条（階段班長） 

階段班長は各階段を代表し本会の活動を補佐する。 

大規模災害発生時は、担当階段の安否確認を行い、結果を災害対策本部に報告し、

その責任者の指示に従う。 

第１４条（階段班長の選出） 

階段班長は、各棟の各階段割にそれぞれ１名を選出し、選出方法については当該

構成会員の互選によるものとする。  任期中に退会などにより欠員が生じた場合には

当該構成会員においてただちに補欠を選出する。 

階段班長の任期は毎年４月１日から翌年３月３１日迄の１年間とする。補欠階段

班長の任期は前階段班長の残任期間とする。 

第１５条（報酬及び手当等） 

（１）役員及び階段班長は無報酬とする。 

（２）前号の規定にかかわらず役員会で決定された者が出張した場合は、交通費及

び食事代を支給することができる。 
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第３章 運営機構 

第１６条（専門部） 

本会は、次の専門部を置き、業務を行う。 

なお、会長は必要に応じて役員会の承認を得た上で新たに専門部を設けることが

できる。 

（１）総務部 

イ 一般庶務及び渉外活動に関する事項 

ロ 会員の慶弔、表彰に関する事項 

ハ 祝祭典に関する事項 

ニ 防犯、防火及びその他災害防止に関する事項 

（２）財政部 

イ 予算、決算及び事業計画に関する事項 

ロ 本会の財産管理に関する事項 

ハ 消耗品の管理及び出納に関する事項 

ニ その他、経理上必要と認められる事項 

（３）体育文化部 

イ 体育鍛錬に関する事項 

ロ 野外レクリエーションに関する事項 

ハ 厚生、娯楽に関する事項 

ニ 青少年の健全育成に関する事項 

ホ その他、必要と認められる事項 

（４）婦人敬老部 

イ 環境衛生に関する事項 

ロ 保健の指導及び施設に関する事項 

ハ 生活改善に関する事項 

ニ 教養、その他文化向上に必要と認められる事項 

 

第４章 会議 

第１７条（会議） 

本会に次の会議を設ける。 

（１）総   会 

（２）役 員 会 

（３）運営協議会 

第１８条（総会） 

１ 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は毎年１回、また臨時総会は必要に応じ役員会の決議により、その都

度会長が召集する。 

３ 天災地変あるいは疫病流行等により総会の開催が困難な場合には、役員会の決

議により書面決議に替えることができる。 
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第１９条（総会の構成） 

１ 総会は会員で構成し、会員世帯の過半数の出席をもって成立する。 ただし、

委任状による出席を妨げない。 

２ 書面決議は、会員から提出された「書面決議承諾書」の数が会員世帯の過半数

に達した場合に成立する。 

第２０条（議決の方法） 

１ 総会の議事は、会員世帯毎に１票の総議決権の過半数で決する。可否同数の時

は議長の決するところによる。 

２ 書面決議の場合は「議決権行使書」に掲載されている各議案ごとに、会員世帯

毎に１票の議決権の過半数の賛成があった場合に可決する。ただし、全ての議

決について委任することを妨げない。可否同数の時は議長の決するところによ

る。 

第２１条（総会議決事項） 

総会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）事業計画に関する事項 

（２）予算・決算に関する事項 

（３）会則の改正に関する事項 

（４）役員の選任 

（５）その他、必要と認められる事項 

第２２条（役員会） 

１ 役員会は、役員をもって構成し、本会の業務執行について意思決定する。 

２ 役員会は、必要に応じて会長が召集する。 

３ 役員会は、緊急の場合、総会を代行することができる。 ただし、この場合、

前もって付議事項を公示し、事後議事録を配布しなければならない。 

４ 役員会の議事は、役員の過半数が出席し、出席役員の過半数で決する。 

５ 次の事項は、役員会の決議を経なければならない。 

（１）総会に提出する議案 

（２）支出予算の補正を必要とする事業を行う場合 

（３）細部規則の規定改廃に関する事項 

（４）その他必要と認められる事項 

６ やむを得ない理由のため、役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知され

た事項について書面等をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委

任することができる。この場合において、第４項の規定の適用については、役

員会に出席したものとみなす。 

第２３条（運営協議会） 

１ 運営協議会は、会長が必要と認める時に召集し、会長、副会長、役員、その他

必要と認められる関係者をもって構成する。 

２ 運営協議会の議題は以下のとおりとする。 

（１）各部門の運営に関する事項 

（２）その他必要と認められる事項 
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第５章 会計 

第２４条（会の経費） 

１ 本会の経費は、会員の会費、寄付金及び市補助金その他の収入をもってこれに

あてる。会費の額は総会で決定する。 

２ 会費は１戸を構成する世帯につき月額３００円とし、年２回指定月末迄（４月

及び１０月）に支払うものとする。ただし役員会で別に定めるときはこの限り

ではない。 

３ 緊急に必要な場合、役員会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。 

４ 本会の現金は、金融機関に口座預金する。 

５ 納入した会費は、一切返戻しないものとする。 

第２５条（会計年度） 

１ 会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

２ 会計年度終了に際し、速やかに決算を行い、会計監査を受けて総会の承認を得

なければならない。 

 

   付則 

１ 本会則は、昭和５９年１月１日より施行する。 

２ 本会則は、平成 ７年４月２日より施行する。 

３ 本会則は、平成２８年４月２４日より施行する。 

４ 本会則は、平成３１年４月２１日より施行する。 

５ 本会則は、令和 ３年４月１８日より施行する。 

６ 本会則は、令和 ４年４月２４日より施行する。 


